
               

 

 

 
 

 

報道各社御中 ← 環境省広報室 
 

佐賀県での家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ疑い事例に伴う 

野鳥緊急調査チームの派遣等について 

（H２７.１.１９ １１：００） 
 

 佐賀県西松浦郡有田町（ありたちょう）の家きんにおける高病原性鳥インフル

エンザ疑い事例を受けて、１月２０日から２２日に野鳥緊急調査チームを現地に

派遣し、現地の野鳥の生息状況などの調査を実施することとしましたので、お知

らせします。 

 

１ 野鳥緊急調査チームの派遣概要 

① 日  程 １月２０日（火）～２２日（木）の予定 

② 人  数 野鳥等調査の専門業者２名程度 

     九州地方環境事務所及び佐賀県、長崎県職員等が同行予定 

③ 主な調査内容 現地状況把握（鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査、 

異常個体の有無）、現地指導 

④ 現地取材 場所：佐賀県伊万里総合庁舎本館１階１号会議室 

時間：１月２０日 １４：３０ 

留意点：現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点か

ら、厳に慎むようお願いします。 

⑤ 調査結果速報 １月２３日（金）環境省で発表 

⑥ 調査に関する問合せ先は、090-5920-8718（九州地方環境事務所野生

生物課携帯） 

 

 

 

※ 環境省はホームページで野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する

様々な情報を提供しています。（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/） 
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